
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
二

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

削
除

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
山
梨
県
立
博
物
館

第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
郵
送
料
の
額
」
を
「
送
付
に
要
す
る
費
用
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
一
番
（
以
下
「
Ａ
一
判
」
」
を
「
日
本
工
業
規

格
Ａ
列
三
番
（
以
下
「
Ａ
三
判
」」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番
（

以
下
「
Ａ
三
判
」
と
い
う
。）」
を
「
Ａ
三
判
」
に
、「
Ａ
一
判
若
し
く
は
」
を
「
日
本
工
業
規
格
Ａ

列
〇
番
（
以
下
「
Ａ
〇
判
」
と
い
う
。）、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
一
番
（
以
下
「
Ａ
一
判
」
と
い
う
。）

若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
四
番
（
以
下
「
Ａ
四
判
」
と
い
う
。）

」
を
「
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
」
に
、「
も
の
。」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
り
、

同
条
第
三
項
第
三
号
ニ
及
び
ホ
中
「
限
る
。」
の
下
に
「
ト
及
び
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。ヘ

　
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
七
五
に
適
合
す

る
記
憶
容
量
二
百
三
十
メ
ガ
バ
イ
ト
の
も
の
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
七
七
に
適
合
す
る
記

憶
容
量
六
百
四
十
メ
ガ
バ
イ
ト
の
も
の
に
限
る
。
ト
及
び
別
表
第
一
の
七
の
項
ニ
に
お
い
て
同

じ
。）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

ト
　
当
該
電
磁
的
記
録
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、
光
デ
ィ
ス
ク
又
は
光
デ
ィ

ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
以
外
の
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。）

に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

第
十
一
条
第
三
項
第
四
号
中
「
前
号
ニ
又
は
ホ
」
を
「
前
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
」
に
、「
次
に
」
を
「
前

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「（
開
示
実
施
費
用
が
無
料
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
郵
送
料
」
を
「
送
付
に
要
す
る
費
用
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
二
十
円
（
Ａ
二
判
に
つ
い
て
は
六
十
円
、
Ａ
一
判
に
つ
い
て
は
百
十
円
）

」
を
「
十
円
（
Ａ
二
判
の
大
き
さ
の
も
の
に
つ
い
て
は
三
十
円
、
Ａ
一
判
の
大
き
さ
の
も
の
に
つ
い
て

は
百
十
円
、
Ａ
〇
判
の
大
き
さ
の
も
の
に
つ
い
て
は
百
二
十
円
、
多
色
刷
り
の
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ

の
も
の
に
つ
い
て
は
四
十
円
）」
に
、「
百
三
十
円
」
を
「
四
十
円
」
に
、「
五
百
三
十
円
」
を
「
五

百
二
十
円
」
に
、「
七
百
五
十
円
」
を
「
六
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
中
「
七
十
円
（
Ａ

三
判
に
つ
い
て
は
百
三
十
円
、
Ａ
二
判
に
つ
い
て
は
二
百
五
十
円
、
Ａ
一
判
に
つ
い
て
は
五
百
十
円
）

」
を
「
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
項
中
「
三
十
円
」
を
「
四
十
円
」
に
、「
四
百
四
十
円
」
を
「

五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
中
「
百
二
十
円
」
を
「
百
三
十
円
」
に
、「
千
五
百
円
」
を

「
千
五
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
六
百
円
」
を
「
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六

の
項
中
「
七
百
円
」
を
「
三
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
　
電
磁
的
記
録
（
五

イ
　
用
紙
に
出
力
し
た
用
紙
一
枚
に
つ
き
十
円

の
項
、
六
の
項
又
は

も
の
の
交
付

八
の
項
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）

ロ
　
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
一
枚
に
つ
き
七
十
円

ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ

ジ
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

ハ
　
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
一
枚
に
つ
き
百
二
十
円

写
し
た
も
の
の
交
付

ニ
　
光
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
一
枚
に
つ
き
、
二
百
三
十
メ
ガ
バ
イ
ト
の
も

ト
リ
ッ
ジ

の
に
つ
い
て
は
三
百
四
十
円
、
六
百
四
十
メ

ガ
バ
イ
ト
の
も
の
に
つ
い
て
は
五
百
三
十
円

ホ
　
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
実
施
機
関
に
お
い
て
複
写
用
の
電
磁
的
記
録

ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
媒
体
を
購
入
す
る
の
に
要
し
た
費
用
の
額

ジ
、
光
デ
ィ
ス
ク
又

は
光
デ
ィ
ス
ク
カ
ー

ト
リ
ッ
ジ
以
外
の
電

磁
的
記
録
媒
体
に
複

写
し
た
も
の
の
交
付

別
表
第
一
の
八
の
項
中
「
三
千
三
百
円
（
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
は
一
万
二

千
三
百
円
、
三
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
は
一
万
四
千
円
）
に
記
録
時
間
十
分
ま

で
ご
と
に
千
五
百
五
十
円
（
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
は
三
千
六
百
五
十
円
、
三

十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
は
四
千
四
百
五
十
円
）
を
加
え
た
額
」
を
「
実
施
機
関

に
お
い
て
複
写
用
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
購
入
す
る
の
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
複
写
す
る
た
め
に
委

託
を
し
た
場
合
の
委
託
費
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
表
の
九
の
項
中
「
五
千
二
百
円
（
ス
ラ
イ
ド
二
十



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
三

枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
千
二
百
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
に
つ
き
百
十
円
を
加
え
た
額

）」
を
「
実
施
機
関
に
お
い
て
複
写
用
の
電
磁
的
記
録
媒
体
を
購
入
す
る
の
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び

複
写
す
る
た
め
に
委
託
を
し
た
場
合
の
委
託
費
の
合
計
額
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
等
の
届
出
」
を
「
の
届
出
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
選
任
又
は
変
更
の
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
　
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
届
出
は
、
食

品
衛
生
責
任
者
氏
名
（
住
所
）
変
更
届
（
第
十
六
号
様
式
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
掲
示
は
、
標
識
（
第
十
七
号
様
式
）
を

掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
一
第
一
号
リ
s
（ロ）
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
チ
s

（ニ）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
別
表
第
一
第
一
号
リ
s
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
チ
s
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
を
削
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
製
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
の
検
査
）

第
二
十
一
条

条
例
別
表
第
一
第
一
号
ヘ
l
の
規
定
に
よ
る
製
品
の
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
う

ち
、
当
該
製
品
の
安
全
性
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
食
品
及
び
添
加
物
に
関
し
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規

格
基
準
（
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
食
品
等
規
格
基
準
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
食
品
の
成

分
規
格
の
基
準
に
係
る
項
目

二
　
食
品
等
規
格
基
準
に
規
定
す
る
添
加
物
の
成
分
規
格
の
基
準
及
び
使
用
基
準
に
係
る
項
目

三
　
次
に
掲
げ
る
病
因
物
質
に
係
る
項
目

イ
　
サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌

ロ
　
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌

ハ
　
ク
ロ
ス
ト
リ
ジ
ウ
ム
属
菌

ニ
　
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ

ホ
　
病
原
大
腸
菌

ヘ
　
セ
レ
ウ
ス
菌

ト
　
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー

四
　
次
に
掲
げ
る
食
品
の
汚
染
の
指
標
に
係
る
項
目

イ
　
細
菌
数

ロ
　
大
腸
菌
群

ハ
　
大
腸
菌

ニ
　
カ
ビ

ホ
　
酵
母

ヘ
　
異
物

ト
　
ア
フ
ラ
ト
キ
シ
ン

五
　
次
に
掲
げ
る
食
品
の
変
敗
の
指
標
に
係
る
項
目
　
　
　

イ
　
酸
価

ロ
　
過
酸
化
物
価

（
水
質
検
査
）

第
二
十
二
条

条
例
別
表
第
一
第
一
号
ト
a
及
び
s
の
規
定
に
よ
る
水
質
検
査
は
、
食
品
等
規
格
基
準

に
規
定
す
る
清
涼
飲
料
水
の
製
造
基
準
の
原
水
の
検
査
に
係
る
項
目
の
う
ち
、
当
該
使
用
す
る
水
が

飲
用
に
適
す
る
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
食
の
保
存
等
）

第
二
十
五
条

条
例
別
表
第
一
第
一
号
ヲ
の
規
則
で
定
め
る
営
業
は
、
弁
当
屋
、
仕
出
し
屋
及
び
旅
館

と
す
る
。

２
　
条
例
別
表
第
一
第
一
号
ヲ
の
規
定
に
よ
る
検
食
の
保
存
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
食

は
、
摂
氏
十
度
以
下
で
七
十
二
時
間
以
上
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
弁
当
屋
及
び
仕
出
し
屋
　
調
理
の
都
度
行
う
こ
と
。

二
　
旅
館
　
食
品
を
供
与
す
る
者
の
数
が
一
回
当
た
り
三
十
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
。

「
申
請
者
の
住
所

「
申
請
者
の
住
所
　
　

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
氏
　
　
名
　
に
改
め
る
。

氏
名
」

生
年
月
日
」
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「
届
出
者
の
住
所

「
届
出
者
の
住
所

第
九
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
氏
　
　
名
　
に
改
め
る
。

氏
名
」

生
年
月
日
」

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「
山
梨
県
　
　
保
健
所
長
殿
」
を
「
山
梨
県
知
事
　
　
　
　
殿
」
に
、「
第
６
条

第
３
項
」
を
「
第
６
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
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八
日

一
一
五

第１６号様式（第２０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
六

第１７号様式（第２０条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
七

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中
「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
」
を
「
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め

る
。第

二
条
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
二
条
第
七
項
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
八
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
二
条
第
九
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
十
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
の
禁
止
の
適
用
除
外
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
物
質
」
を
「
場
合
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
着
火
用
と
し
て
油
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合

二
　
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害
そ
の
他
の
災
害
の
予
防
、
応
急
対
策
又
は
復
旧
を
行
う
場

合
に
お
い
て
油
を
燃
焼
さ
せ
る
と
き
。

三
　
防
災
訓
練
に
お
い
て
ゴ
ム
、
合
成
樹
脂
又
は
油
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合

第
二
十
九
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

第
三
十
条
見
出
し
中
「
の
禁
止
物
質
」
を
「
に
係
る
有
害
物
質
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
四
　
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

第
三
十
条
に
次
の
一
号
及
び
二
項
を
加
え
る
。

二
十
八
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
有

害
物
質
の
う
ち
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
有
害
物
質
を
除
く
。

一
　
農
薬
を
使
用
す
る
場
合
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
害
物
質

二
　
肥
料
を
適
正
に
施
用
す
る
場
合

前
項
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
有
害
物
質

三
　
生
活
排
水
又
は
家
畜
排
せ
つ
物
に
係
る
水
又
は
廃
液
を
地
下
に
浸
透
さ
せ
る
場
合
　
前
項
第

二
十
七
号
に
掲
げ
る
有
害
物
質

３
　
条
例
第
四
十
三
条
の
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
有
害
物
質
に
よ
る
地
下
に
浸
透
す
る
水
又
は
廃
液
の
汚
染
状
態
を
検
定
し
た
場
合
に

お
い
て
、
別
表
第
六
の
中
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
ご
と
に
同
表
下
欄
に
定
め
る
値
以
上
の

有
害
物
質
の
い
ず
れ
か
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
条
例
第
四
十
三
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ

る
有
害
物
質

二
　
条
例
第
四
十
三
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
　
第
一
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
有
害
物
質

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
八
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
申
請
、
届
出
」
の
下
に
「
、
提
出
、
報
告
」
を
、「
届
出
書
」
の
下
に
「
、
計

画
書
、
報
告
書
」
を
加
え
、「
二
通
」
を
「
一
通
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
、「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
八
号

様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
二
項
」
に
、「
第
十
五
号
様
式
」
を

「
第
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
の
使
用
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
三
十
三
条

条
例
第
五
十
一
条
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
一
時
的
な
催
し
に
お
い
て
使
用
す
る
場
合

二
　
災
害
又
は
事
故
が
発
生
し
た
と
き
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
使
用
す
る
場
合

三
　
官
公
庁
又
は
教
育
機
関
に
お
い
て
試
験
又
は
研
究
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

四
　
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
使
用
す
る
場
合

（
駐
車
時
の
原
動
機
の
停
止
義
務
の
適
用
除
外
）

第
三
十
四
条

条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
保
冷
貨
物
自
動
車
、
ク
レ
ー
ン
自
動
車
そ
の
他
特
殊
の
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
る
自
動
車
に

装
備
さ
れ
る
特
別
な
装
置
を
、
自
動
車
の
原
動
機
を
動
力
と
し
て
使
用
す
る
場
合

二
　
自
動
車
の
運
行
の
開
始
前
の
視
野
の
確
保
そ
の
他
の
自
動
車
の
運
行
上
の
支
障
を
防
止
す
る



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一
八

目
的
の
た
め
に
原
動
機
を
稼
働
さ
せ
る
場
合

三
　
そ
の
他
原
動
機
を
停
止
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

（
環
境
情
報
の
周
知
に
関
す
る
自
動
車
の
要
件
等
）

第
三
十
五
条

条
例
第
五
十
五
条
の
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
（
二

輪
の
小
型
自
動
車
及
び
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
過
去
に
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
条
例
第
五
十
五
条
の
規
則
で
定
め
る
環
境
へ
の
負
荷
に
関
す
る
項
目
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
と

す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物

二
　
一
酸
化
炭
素

三
　
炭
化
水
素

四
　
粒
子
状
物
質
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
限
る
。）

五
　
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
メ
タ
ノ
ー
ル
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
限
る
。）

六
　
加
速
走
行
騒
音
（
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車
騒
音
の
大
き
さ
の
許
容
限
度
に
係
る
加
速
走
行
騒
音
を
い
う
。）

（
多
量
排
出
事
業
者
）

第
三
十
六
条

条
例
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
者
は
、
前
年
度
の
産
業
廃
棄
物
の

発
生
量
が
五
百
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未
満
で
あ
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
と
す
る
。

（
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
）

第
三
十
七
条

条
例
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
事
業
場
に
お
い
て
現
に
行
つ
て
い
る
事
業
の
概
要
を
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

イ
　
計
画
期
間

ロ
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
管
理
体
制
に
関
す
る
事
項

ハ
　
産
業
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
事
項

ニ
　
産
業
廃
棄
物
の
分
別
に
関
す
る
事
項

ホ
　
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
に
関
す
る
事
項

ヘ
　
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
事
項

三
　
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
（
第
十
五
号
様
式
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

四
　
当
該
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

（
実
施
の
状
況
の
報
告
）

第
三
十
八
条

条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状

況
報
告
書
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
翌
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
画
及
び
実
施
の
状
況
の
公
表
）

第
三
十
九
条

条
例
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
同
条
第
一
項
の
計
画
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を
一
年
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

別
表
第
二
備
考
３
中
「（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）」
を
削
る
。

別
表
第
七
を
別
表
第
八
と
し
、
別
表
第
六
を
別
表
第
七
と
す
る
。

別
表
第
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
六
（
第
三
十
条
関
係
）
有
害
物
質
の
地
下
浸
透
の
禁
止
に
係
る
要
件

項

有
害
物
質
の
種
類

要
　
　
　
　
　
　
件

一

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
カ
ド
ミ
ウ
ム
〇
・
〇
〇
一
ミ
リ

グ
ラ
ム

二

シ
ア
ン
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
シ
ア
ン
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

三
　

有
機
燐り
ん

化
合
物
（
パ
ラ
チ
オ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

、
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
、
メ
チ

ル
ジ
メ
ト
ン
及
び
Ｅ
Ｐ
Ｎ
に
限

る
。）

四

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
鉛
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

五

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム
〇
・
〇
四
ミ
リ
グ

ラ
ム

六

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
砒ひ

素
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

七

水
銀
及
び
ア
ル
キ
ル
水
銀
そ
の
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
水
銀
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ

他
の
水
銀
化
合
物

ム

八

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ル
キ
ル
水
銀
〇
・
〇
〇
〇
五

ミ
リ
グ
ラ
ム

九

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
〇

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
一

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム



山
梨
県
公
報
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外
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十
四
号
　
　
平
成
十
七
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月
二
十
八
日

一
一
九

一
二

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
三

四
塩
化
炭
素

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
四

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
五

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

一
六

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
四
ミ
リ
グ
ラ
ム

チ
レ
ン

一
七

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

タ
ン

一
八

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

タ
ン

一
九

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
〇

チ
ウ
ラ
ム

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
六
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
一

シ
マ
ジ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
二

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
三

ベ
ン
ゼ
ン

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
四

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
セ
レ
ン
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ

ム

二
五

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
六

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ふ
つ
素
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
七

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ほ
う
素
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
八

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
に
あ
つ
て

化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
〇
・
七

硝
酸
化
合
物

ミ
リ
グ
ラ
ム
、
亜
硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ

ト
ル
に
つ
き
亜
硝
酸
性
窒
素
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
、

硝
酸
化
合
物
に
あ
つ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
硝
酸

性
窒
素
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
九

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
ピ
コ
グ
ラ
ム

備
考
　
こ
の
表
の
数
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
の
項
か
ら
二
四
の
項
ま
で
及
び
二
六
の
項
か
ら
二
八
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
有
害
物
質

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
第

六
条
の
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値

二
　
二
五
の
項
に
掲
げ
る
有
害
物
質
　
府
令
第
二
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場

合
に
お
け
る
検
出
値

三
　
二
九
の
項
に
掲
げ
る
有
害
物
質
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平

成
十
一
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
測

定
さ
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
量
を
、
同
規
則
第
三
条
第
一
項
の
例
に
よ
り
二
・
三
・

七
・
八
―
四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
に
換
算
し
た
量

第
一
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
」
を
「
山
梨
県
生
活

環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
第
４
０
条
第
１
項
」
を
「
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全

に
関
す
る
条
例
第
４
０
条
第
１
項
」
に
、
「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
」
を
「
山
梨
県
生
活

環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「
（
第
３
４
条
関
係
）
」
を
「
（
第
４
１
条
関
係
）
」
に
、
「
山
梨
県
公
害
防

止
条
例
第
５
１
条
」
を
「
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
第
６
５
条
」
に
改
め
、
同
様
式

を
第
十
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「
（
第
３
３
条
関
係
）
」
を
「
（
第
４
０
条
関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
（表）
中

「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
第
５
０
条
第
２
項
」
を
「
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
第
６

４
条
第
２
項
」
に
改
め
、
同
様
式
（裏）
中
「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
」
を
「
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全

に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
第
５
０
条
　
知
事
は
、
こ
の
条
例
」
を
「
第
６
４
条
　
知
事
は
、
第
２
章

の
規
定
」
に
、
「
第
５
７
条
」
を
「
第
７
１
条
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
第
５

０
条
の
」
を
「
第
６
４
条
第
１
項
の
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
七
号
様
式
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
〇

第１５号様式（第３７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
二

第１６号様式（第３８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
四

（
山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
ゴ
ル
フ
場
等
造
成
事
業
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨

県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
十
号
中
「
山
梨
県
公
害
防
止
条
例
」
を
「
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
　
　
　
　

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則

第
三
十
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山

梨
県
条
例
第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請

は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
別
記
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
計
画
書

二

収
支
計
画
書

三

実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四

団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五

定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。）

七

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管
理

者
の
選
定
の
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
放
牧
に
係
る
家
畜
の
種
類
）

第
三
条

条
例
別
表
第
一
号
の
表
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
家
畜
は
、
め
ん
羊
及
び
山
羊
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
一

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
牧
場
の
管
理
に
関
し

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指

定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
別
記

様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
五

別記様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
四
号
　
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二
六

山
梨
県
規
則
第
三
十
七
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三

号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
女
子
短

期
大
学
、
看
護
大
学
」
を
「
県
立
大
学
」
に
改
め
、「
事
務
局
長
」
の
下
に
「
、
総
合
理
工
学
研
究
機

構
に
あ
つ
て
は
事
務
長
」
を
加
え
、「
及
び
県
立
文
学
館
」
を
「
、
県
立
文
学
館
及
び
県
立
博
物
館
」

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
長
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
長
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
の
表
中
「
深
城
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
を
「
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
中
「
、
女
子
短
期
大
学
事
務
局
次
長
」
及
び
「
、
看
護
大
学
事
務
局
次
長
」

を
削
り
、「
大
阪
事
務
所
次
長
」
の
下
に
「
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
事
務
次
長
」
を
、「
産
業
技
術

短
期
大
学
校
管
理
部
長
」
の
下
に
「
、
高
等
技
術
専
門
校
副
校
長
」
を
加
え
、「
深
城
ダ
ム
建
設
事
務

所
次
長
」
を
「
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
次
長
」
に
、「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会

事
務
局
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
の
表
中
「
県
立
文
学
館
総
務
課
長
」
の
下
に
「
、
県
立
博
物
館
総
務
課
長
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
県
立
文
学
館
」
の
下
に
「
、
県
立
博
物
館
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
歳
計
現
金
の
保
管
）

第
四
十
五
条
の
二
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
納
員
及
び
現
金
収
納
員
は
、
払
い
込
む
べ

き
収
入
金
の
う
ち
か
ら
必
要
な
現
金
を
留
め
て
置
く
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
出
納
長
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
出
納
長
か
ら
歳
計
現
金
の
交
付
を
受
け
、
つ
り
銭
又
は
両
替
金
に
充
て
る
歳
計

現
金
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
電
気
料
、
水
道
料
、
」
及
び
「
、
ガ
ス
料
、
電
信
電
話
料
」
を

削
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
料
」
の
下
に
「
、
電
気
料
、
ガ
ス
料
、
水
道
料
、
電
信
電
話
料

」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
場
所
」
の
下
に
「
（
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

で
あ
つ
て
知
事
の
指
定
す
る
も
の
と
入
札
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
入
札
（
以
下
「
電
子
入
札
」

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
入
札
期
間
及
び
開
札
の
日
時
）
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
を
同
条
第
十
号

と
し
、
同
条
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
電
子
入
札
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
百
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
入
札
）

第
百
二
十
六
条
の
二

電
子
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
入
札
書
の
提
出

に
代
え
て
、
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
札
金
額
そ
の
他
所
定
の
情
報
を
入
力
し
、
契
約
担

当
者
の
指
定
し
た
日
時
ま
で
に
、
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
知
事
の
指
定
す
る
も
の

に
到
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
を
入
力
す
る
場
合
は
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ

て
知
事
が
定
め
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
入
札
金
額
そ
の
他
所
定
の
情
報
は
、
同
項
の
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て

知
事
の
指
定
す
る
も
の
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
な
さ
れ
た
と
き
に
当
該
電
子
計
算
機

に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
百
二
十
七
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
入
札
に
あ
つ
て
は
、
開
札
の
日
時
ま
で
に
予
定
価
格
を
県
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
知
事
の
指
定
す
る
も
の
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
八
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
第
四
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
電
子
入
札
に
あ
つ
て
は
入
札
金
額
が
入
力
さ
れ
て

い
な
い
と
き
又
は
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
執
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。
）
」
を

加
え
る
。

第
百
三
十
条
中
「
口
頭
又
は
文
書
で
」
を
削
る
。

第
百
三
十
七
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、「
次
の
各
号
に
」

を
「
次
に
」
に
改
め
、「
見
積
書
」
の
下
に
「（
前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
担
当
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
書
の
徴
取
に
代
え
て
、

県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て
知
事
の
指
定
す
る
も
の
と
見
積
書
を
徴
さ
れ
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
見
積
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

見
積
書
を
徴
さ
れ
る
者
は
、
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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第
百
四
十
一
条
第
二
項
中
「
地
方
労
働
委
員
会
事
務
局
」
を
「
労
働
委
員
会
事
務
局
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
女
子
短
期
大
学
」
を
「
県
立
大
学
」
に
、
「
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
　
看
護
大
学

」
を
「
富
士
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
大
阪
事
務
所
」
を
「
大
阪
事
務
所
　
総
合
理
工
学
研
究
機

構
」
に
、「
深
城
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
を
「
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
、「
県
立
文
学
館
」
を
「
県

立
文
学
館
　
県
立
博
物
館
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
中
「
看
護
大
学
事
務
局
長
」
を
「
県
立
大
学
事
務
局
長
」
に
、
「
看
護
大
学
短
期
大

学
部
」
を
「
女
子
短
期
大
学
　
看
護
大
学
　
看
護
大
学
短
期
大
学
部
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
峡
中
地
域
振
興
局
の
項
中
「
女
子
短
期
大
学
」
を
「
県
立
大
学
」
に
、
「
育
精
福
祉

セ
ン
タ
ー
　
看
護
大
学
」
を
「
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
緑
化
セ
ン
タ
ー
」
を
「
緑
化
セ
ン
タ
ー

総
合
理
工
学
研
究
機
構
」
に
改
め
、
同
表
峡
東
地
域
振
興
局
の
項
中
「
県
立
考
古
博
物
館
」
を
「
県

立
考
古
博
物
館
　
県
立
博
物
館
」
に
改
め
、
同
表
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
の
項
中
「
深
城
ダ
ム

建
設
事
務
所
」
を
「
深
城
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
四
中
「
看
護
大
学
出
納
員
」
を
「
県
立
大
学
出
納
員
」
に
、
「
看
護
大
学
短
期
大
学
部

」
を
「
女
子
短
期
大
学
　
看
護
大
学
　
看
護
大
学
短
期
大
学
部
」
に
改
め
る
。「

別
表
第
二
一
般
の
支
出
の
部
旅
費
の
款
外
国
旅
費
の
項
財
政
課
長
の
欄
中
　
　
　
　
◎

」

「

「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
部
工
事
請
負
費
の
款
営
繕
工
事
の
項
管
財
課
長
の
欄
中

」
「

二
千
万
円
以
上
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
支
出
の
特
例
の
部
資
金
前
渡
の
款
中

」

」

「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
十
六
号
」
を
「
第
七
十
一
条
第
一
項
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第４０号様式（第５７条関係）



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
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十
四
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十
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十
八
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一
二
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